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「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」

【学習到達目標】
a. デジタルアーカイブの構築・提供ついて説明できる。

b. アーカイブ機関が無理なくデータを整備・共有・連携
できる共通基盤（プラットフォーム）の構築について、
その機能を具体的に説明できる。

【目 的】
博物館・美術館、図書館、文書館といった文化的施設に加えて、
大学・研究機関、企業、市民団体、官公庁・地方公共団体など
の有形・無形の様々なコンテンツを保有する機関・団体等を対
象に、業務にもサービスにも役立つデジタル情報資源の整備・
運用方法について報告している。ここでは、各機関におけるデ
ジタルアーカイブの構築・共有・活用について考える。



デジタルアーカイブの構築・共有・活用

『我が国におけるデジタルアーカイブ推進の方向性』では、「活
用」と「共有」という言葉が頻繁に使われ、「循環」や「サイク
ル」「還元」という言葉が使われている。

ここでは、活用・共有するためのデジタルアーカイブの構築・
共有・活用ガイドラインを示している。

デジタルアーカイブの構築・共有・活用
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 「デジタルアーカイブは構築して終わりではなく、有効に
活用してもらうためには、利用者側と一緒に育てていく仕
組みが必要」

 これまでのデジタルアーカイブでは、利用者は一方的に利
用するだけだったが、これからは制作機関だけでなく、利
用者も一緒になってデジタルアーカイブを育てていくとい
う考え方である。

 この図で特徴的なのは、報告書の中でもよく使用されてい
る「つなぎ役」と「成果物の還元」ではないだろうか。

 「成果物の還元」については、「活用者は、メタデータを
共有することで、様々なアプリの提供、付加価値の追加等
を通じて、活用を行う。その成果物を保存・共有領域に還
元し、再資源化することも期待される。」としている。

活用する者のためのニーズ対応



「今後の国の取組の方向性」

(1) 「デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン」の策定

(2) 国・地方自治体が保有するデジタル情報資源のオープン化推進

(3) 国の統合ポータル構築の取組推進

(4) デジタルアーカイブ活用促進のためのフォーラムの設置の検討

(5) つなぎ役の取組支援

(6) アーカイブ機関の人材教育支援

(7) アーカイブ機関による取組促進のためのインセンティブの検討

活用する者のためのニーズ対応



活用する者のためのニーズ対応
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研究課題

活用する場合は、メタデータを共有することで、

様々なアプリの提供、付加価値の追加等を通じて、

活用を行い、その成果物を保存・共有領域に還元し、

再資源化することも期待されると報告されている。

そのためには、具体的に何をすることが必要になる

か述べよ。
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